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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光ファイバー走査ヘッド（２０；１２０；２２０；３２０）と、少なくとも一つの測定方
向（ｘ）でこの光ファイバー走査ヘッドに対して可動なスケール（１０）の相対位置を検
出するための光学位置測定装置において、
光ファイバー走査ヘッド（２０；１２０；２２０；３２０）が、特定の縞パターン周期を
備えた周期的縞パターンを走査し、
この縞パターンがスケール（１０）の照明から得られ、走査を行うために、走査板（２１
；１２１；２２１；３２１）が、光ファイバー走査ヘッド（２０；１２０；２２０；３２
０）内の光ファイバー（２２）のスケール側端部の前方に設けられており、
走査板が縞パターン周期に同調されており、
波長に依存した局部的な分離を介して部分信号光束内の一つあるいは複数の照明光束を用
いて、互いに位相シフトされた縞パターンが、縞パターン周期内で得られること、および
位置に依存した位相シフトされた走査信号を変換するための部分信号光束が使用されるよ
うに構成されていることを特徴とする光学位置測定装置。
【請求項２】
光ファイバー（２２）がマルチモードファイバーとして形成されており、このマルチモー
ドファイバーを介して、照明に使用される照明光束がスケールに向かって伝達され、検出
に使用される部分信号光束がスケール（１０）から離間するように伝達されることを特徴
とする請求項１記載の光学位置測定装置。
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【請求項３】
光ファイバー（２２）の、スケールと反対側端部には、スペクトルが広帯域の光源（２３
）あるいは異なる波長（λｉ）の光線を放射する複数の光源（２３．１～２３．３）が設
けられており、前記光源の光線が照明光束として結合手段（２４，２５，２６）を介して
各々光ファイバー内に結合されていることを特徴とする請求項２記載の光学位置測定装置
。
【請求項４】
光ファイバー（２２）の、スケールと反対側端部には、検出装置（３０）が設けられてお
り、この検出装置が、部分信号光束を波長に依存して分離するための分解手段（３１）、
ならびに複数の光電子検出部材（３２．１～３２．３）を備えており、この光電子検出部
材には、分離された部分信号光束が供給され、かつ検出された部分信号光束が電気的に位
相シフトされた走査信号に変換されることを特徴とする請求項３記載の光学位置測定装置
。
【請求項５】
走査板（１２１）が階段状の位相格子として、透明な担持基体（１２２）上に形成されて
おり、この担持基体は一つの格子周期内で複数の段付き部を備えており、これによりその
ように基体の裏側（１２３）あるいは反射被膜（１２４）と協働して、異なる透過波長を
備えた格子周期当たり複数の部分エタロンが形成され、この部分エタロンは少なくとも一
つの照明光束の異なる波長（λｉ）に同調されていることを特徴とする請求項１～４のい
ずれか一つに記載の光学位置測定装置。
【請求項６】
走査板（１２１）が透明な担持基体（１２２）から成り、この担持基体の表面に全体的に
平らに第一反射被膜（１２４）が塗布されており、この第一被膜に、過透明な誘電体から
成る段付けされた位相格子構造体が設けられており、この位相格子構造体に別の第二反射
被膜（１２５）が設けられていることを特徴とする請求項５に記載の光学位置測定装置。
【請求項７】
検出装置（３０）の側には、部分信号光束を波長に依存して分離するための分解手段（３
１）が分散性光学部材として形成されていること、そして
さらに検出装置（３０）が部分信号光束を合焦するためのレンズ（３３）を備え、レンズ
（３３）の焦点平面に検出部材（３２．１～３２．３）が設けられており、検出部材の幅
が部分エタロンのスペクトル幅に同調されていることを特徴とする請求項４または５に記
載の光学位置測定装置。
【請求項８】
走査板（２２１）がその一部が分割化された、鋸歯状の表面構造を備えた楔形の板により
透明な担持基体（２２２）上に形成されており、この楔形の板は同じ厚さのフィゾー干渉
縞パターンを生じさせ、楔形の板のエッジ角度（Θ）が、結果として得られるフィゾー干
渉縞パターンの縞間隔（Λ）がスケール（１０）により生じる縞パターン周期に相当する
ように選択されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の光学位置測
定装置。
【請求項９】
走査板（３２１）が異なるスペクトル透過特性を備えた複数の縞状の部分領域の形態で形
成されており、この部分領域が少なくとも一つの照明光束の波長（λＬＱ）に同調されて
いることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の光学位置測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学位置測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　公知の位置測定装置は、一般にスケール、ならびにこのスケールに対して可動な走査ユ
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ニットを備えている。走査ユニットには、ふつう光源、光電子検出部材、ならびにレンズ
、回折格子等のような別の光学構成部品が設けられている。しかしながら、特定の使用事
例に関して、これらの構成部品を全て備えた走査ユニットは、場合によっては、容積が過
度に大きく設計されることがある。さらに、このような走査ユニットの能動的構成部品の
望まれていない影響が、電磁気の干渉場あるいは上昇した温度により特定のアプリケーシ
ョンで生じることがある。加えて、特に光源の出力損失により測定精度に熱的影響が出る
ことがある。
【０００３】
　従って、光学位置測定装置のための解決手段は公知であり、本来の測定位置には走査さ
れるスケール、ならびにこのスケールに対して可動で、かつ静止状態の光ファイバー走査
ヘッドだけが設けられるにすぎない。他の作動状態で、かつ走査にとって機能的に重要な
、光源、光電子検出部材等のような構成部品は、空間的に測定位置から隔てられた状態で
設けられ、かつ光ファイバーを介して光ファイバー走査ヘッドと接続している。この技術
では、最高にコンパクトに設計された装置は本来の位置で実現することができる。さらに
、異なる作動状態の構成部品への外乱の影響は、走査側で最小限にすることができる。
【０００４】
　このような位置測定装置は、例えば特許文献１から公知である。この印刷物に開示され
た位置測定装置は、スケール以外に直線の反射スケールとして形成された状態で、少なく
とも一測定方向で相対的にこれに対して移動可能な光ファイバー走査ヘッドを備えている
。
【０００５】
　光ファイバー走査ヘッドには、空間的に離れた状態で従動電子制御ユニットが後続して
設けられており、かつ適した光ファイバーを介して接続している。従動電子制御ユニット
は、ここでは光学走査に必要な光源、多数の光電子検出部材、並びに場合によっては信号
を発生させかつ信号を処理するための別の作動可能な構成部品を備えている。光ファイバ
ー走査ヘッドは、照明案内ならびに信号を発生させる光束のフィードバックを行うための
多数の光ファイバーの端部を備えている。光束をフィードバックさせるのに役立つ光ファ
イバーは、そのスケール側端部において、適したスケール格子を備えており、かつ位置に
依存しかつ位相シフト可能な走査信号、従って例えば矩象位相信号を発生させるのに使用
されている。この目的で、異なる信号位相の走査格子は適した幾何学的オフセット距離を
互いに備えている。
【０００６】
　それ以上に、いわゆるスケールのシングルフィールド走査が可能であることは、見たと
ころこの解決手段にはあまりに不利である。このような走査の意味は、全ての位相シフト
可能な信号部分が走査される同じフィールドから得られる走査であることがわかる。この
走査の特別な長所は、走査がスケール上の汚れに対して相対的に感度が低く、かつ不慮の
汚れが起こった場合に位相シフト可能な信号部分が全て一様に影響を受けることである。
これにより、信号が別の処理をされた場合の故障、従って例えば後続の信号補間の際の故
障は最小限にすることができる。
【特許文献１】米国特許第６９０６３１５号明細書
【特許文献２】欧州特許第１６３３６２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の根底をなす課題は、位相シフト可能な走査信号を発生させる際にシングルフィ
ールド走査を保障することができる、良好な結果をもたらす光ファイバー走査ヘッドを備
えた光学位置測定装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、本発明によれば請求項１の特徴を備えた位置測定装置により解決される
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　本発明による位置測定装置の有利な形態は、従属請求項における構成からわかる。
【０００９】
　本発明によれば、光ファイバーのスケール側端部の前方にある走査格子の適切な設計に
より、所望の走査特性が保障される。
【００１０】
　本発明による光学位置測定装置は、光ファイバー走査ヘッドと、この光ファイバー走査
ヘッドに対して少なくとも一つの測定方向に可動なスケールとを備えている。光ファイバ
ー走査ヘッドは、特定の縞パターン周期を有する周期的縞パターンを走査し、この周期的
縞パターンはスケールの照明から得られる。走査を行うために、走査板は光ファイバー走
査ヘッド内の光ファイバーのスケール側端部の前方に設けられており、この光ファイバー
は縞パターン周期に同調されている。一つあるいは複数の照明光束により、波長に依存し
た局部的な分離を介した部分信号光束において、互いに位相シフト可能な縞パターンが縞
パターン周期内で得られる。部分信号光束は、位置に依存した位相シフト可能な走査信号
を変換するために使用されている。
【００１１】
　本発明による構成により、所望のシングルスパン走査（Ｅｉｎｆｅｌｄａｂｄａｓｔｕ
ｎｇ）が保障され、従ってこれと関連した、このような位置測定装置の場合の汚れへの低
感度に関する長所も保障される。
【００１２】
　本発明の別の長所として、高い力学的共振周波数を有するできるだけコンパクトな構造
、ならびに熱的に良好な結果をもたらす性質及び電磁気的外乱の影響に対する走査の低感
度を説明することができる。
【００１３】
　本発明にとって中心には、この場合、光ファイバー走査ヘッド内の走査板の適切な形成
であり、この走査板の形成により、シングルスパン走査に必要でかつ位相シフト可能な部
分信号光束が提供される。その際、個別の部分信号光束のコード化は、スペクトルが広帯
域の光源あるいは複数の波長が異なる個別の光源の、異なる波長領域にわたり波長に依存
して行われる。波長が異なる信号位相のこのようなコード化を変換するために、走査板の
異なる実施形態が可能である。
【００１４】
　従って、根本的な本発明の考えに基づいて、本発明の位置測定装置の多様な実施変形が
得られる。様々な構成を自然に、互いに組合せて使用することもできる。
【００１５】
　従って、例えば光ファイバーをマルチモードファイバーとして形成することが可能であ
り、このマルチモードファイバーを介して、照明に使用される照明光束はスケールに向か
って伝達され、検出に使用される部分信号光束もスケールから離間するように伝達されて
いる。
【００１６】
　この場合、光ファイバーの、スケールと反対側端部には、スペクトルが広帯域の光源あ
るいは異なる波長の光線を放射する複数の光源が設けられていてもよく、前記光源の光線
は照明光束として結合手段を介して各々光ファイバー内に結合されている。
【００１７】
　さらに、光ファイバーの、スケールと反対側端部には、検出装置が設けられていてもよ
く、この検出装置は、部分信号光束を波長に依存して分離するための分解手段、ならびに
複数の光電子検出部材を備えており、この光電子検出部材には、分離された部分信号光束
が供給可能であり、かつ検出された部分信号光束は電気的に位相シフトされた走査信号に
変換される。
【００１８】
　考えられる第一実施形態において、走査板は階段状の位相格子として、透明な担持基体
上に形成でき、この担持基体は格子周期内で複数の段付き部を備えており、従ってそのよ
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うに基体の裏側あるいは反射被膜と協働して、異なる透過波長を備えた格子周期当たり複
数の部分エタロンが形成され、この部分エタロンは少なくとも一つの照明光束の異なる波
長に同調されている。
【００１９】
　この実施形態において、形成された部分エタロンの透過線のスペクトル半値幅とスペク
トル間隔が、少なくとも一つの光源の放射線のスペクトル半値幅よりも狭く選択すると有
利である。
【００２０】
　さらに部分エタロンの透過線のスペクトル半値幅がそのスペクトル間隔よりも各々狭い
と有利である。
【００２１】
　部分エタロンの透過線が少なくとも一つの光源の放射線のスペクトル半値幅内で対称で
あるのが好ましい。
【００２２】
　さらに、部分エタロンの厚さが少なくとも一つの光源のコヒーレント長よりも薄く選定
すると有利であることがわかる。
【００２３】
　考えられる変形において、形成された部分エタロンの透過線間の自由スペクトル幅は、
少なくとも一つの光源の透過線のスペクトル半値幅よりも広く選定される。
【００２４】
　実施形態の走査板は透明な担持基体から成り、この担持基体の表面に全体的に平らに第
一反射被膜が塗布されており、この第一被膜に、過透明な誘電体から成る段付けされた位
相格子構造体が設けられており、この位相格子構造体に別の第二反射被膜が設けられてい
るのが好ましい。
【００２５】
　この変形の考えられる実施形態において、検出装置の側には、部分信号光束を波長に依
存して分離するための分解手段が分散性光学部材として形成されている。さらに検出装置
は部分信号光束を合焦するためのレンズを備え、その際レンズの焦点平面に検出部材が設
けられており、検出部材の幅は部分エタロンのスペクトル幅に同調されている。
【００２６】
　考えられる第二実施形態において、走査板はその一部が分割化された、鋸歯状の表面構
造を備えた楔形の板により透明な担持基体上に形成されており、この楔形の板は同じ厚さ
のフィゾー干渉縞パターンを生じさせ、この場合、楔形の板のエッジ角度は、結果として
得られるフィゾー干渉縞パターンの縞間隔がスケールにより生じる縞パターン周期に相当
するように選択されている。
【００２７】
　このような走査板の実施形態において、スケールの縞パターン周期内で、鋸歯状の表面
構造を備えた楔形の板には、複数の波長がコード化された、同じ厚さのフィゾー干渉縞パ
ターンが製造可能である。
【００２８】
　個別の楔状体の平均厚さは、少なくとも一つの光源の各々のコヒーレント長よりも薄い
のが好ましい。
【００２９】
　有利な実施形態において、鋸歯状の部分内の干渉縞にわたり合計された、異なる波長の
フィゾー干渉縞パターン周期の差は、最大でスケールにより生じる縞パターン周期の１／
４である。
【００３０】
　この実施形態の走査板は透明な担持基体から成り、その表面に全体的に平らに第一反射
被膜が塗布されており、この第一被膜に、過透明な誘電体から成る鋸歯状の表面構造を備
えた、一部がセグメント化された楔形の板が設けられており、この楔形の板に再度別の第
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二反射被膜が設けられているのが好ましい。
【００３１】
　考えられる第三実施形態において、異なるスペクトル透過特性を備えた複数の縞状の部
分領域（Ｔｅｉｌｂｅｒｅｉｃｈ）の形態の走査板が形成されており、この部分領域は少
なくとも一つの照明光束の波長に同調されている。
【００３２】
　その際、異なる部分領域は透明で光立体構造可能な彩色した合成樹脂被膜として形成さ
れているのが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
本発明の他の詳細および長所を以下の明細書を基にして本発明による位置測定装置の実施
例により図と関連付けて説明する。
【実施例】
【００３４】
　図１の描写を基にして本発明による位置測定装置の根本的な構成を以下に説明する。
【００３５】
　図示した実施例の光学位置測定装置は直線状のスケール１０を備えており、このスケー
ルは測定方向ｘで光ファイバー走査ヘッド２０に対して可動に設けられている。ここでス
ケール１０は固定されて、光ファイバー走査ヘッド２０は可動に設けられているか、ある
いはスケール１０は可動に、光ファイバー走査ヘッド２０は固定されて設けられているか
のどちらかである。スケール１０と光ファイバー走査ヘッド２０は、図示していない二つ
の物体と接続しており、この二つの物体は測定方向ｘで互いに可動であり、その相対位置
は互いに特定可能である。この場合は例えば二つの互いに可動な機械の構成部品であり、
位置測定装置により得られる位置に依存した走査信号が供給される、後続して設けられた
従動電子制御ユニットを経由して、この構成部品の対応する姿勢制御あるいは位置制御を
行うために、この二つの部品の相対位置を検出しなければならない。
【００３６】
　図示した実施例のスケール１０は、照明が光ファイバー走査ヘッド２０から走査される
スケールとして形成されている。その際、スケール１０は公知の態様では反射－位相ある
いは反射－振幅型格子から成り、適切な担持基体上に設けられており、そして測定方向ｘ
で周期的に設けられ、かつ様々な光学作用を有する部分領域を備えている。
【００３７】
　さらに図示した実施例に対して代替的に、本発明による位置測定装置において半径方向
目盛あるいは円筒部目盛の形式の回転するスケールを使用することができるのも自明であ
る。
【００３８】
　測定位置に設けられた光ファイバー走査ヘッド２０は走査板から成り、この走査板はグ
ラスファイバー２２のスケール側端部に設けられている。光ファイバー走査ヘッド２０を
介して、変位に依存した走査信号を発生させるために、一定の縞パターン周期を有する周
期的縞パターンを走査しており、この縞パターンは走査平面内のスケール１０の照明から
得られる。スケール１０の照明は、対応する照明光束を供給することにより光ファイバー
２２を介して行われる。この目的で、光ファイバー２２のスケールの反対側端部には、異
なる波長の連続体から成る光線部分を含む、スペクトル的に広帯域の光源２３が設けられ
ており、この光源の光線は照明光束として光学結合手段を介して光ファイバー２２内に結
合可能である。光学結合手段２４，２５，２６に関しては、個々にコリメータレンズ２４
、ビームスプリッタ２６ならびに結合レンズ２５が所属している。
【００３９】
　走査を介して検出された部分信号光束を位置に依存した走査信号に変換するために、検
出側では、検出装置３０がスケール側とは反対の光ファイバー２２の端部に設けられてい
る。この検出装置には、検出された部分信号光束が光ファイバー２２を経由して供給され
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る。すなわち検出装置３０の原理上の構成に関しては後に出てくる図６の説明を参照する
ことを指示する。最後に、検出装置３０により、位置に依存した信号は図示していない従
動電子制御ユニットに供給される。この従動電子制御ユニットはこの走査信号を互いに可
動な物体の姿勢制御あるいは位置制御を行う目的におおよそ役立てる。
【００４０】
　従って、特に光源２３と検出装置３０のような、本発明による位置測定装置の異なった
作動可能な構成部品は、固有の測定位置から空間的に離れて設けられているが、この測定
位置と、ただ光ファイバー２２を介して光学的に結合しているにすぎない。これにより、
一方では、これらの構成部品への外乱の影響を最小限にすることができ、また測定位置で
の光ファイバー走査ヘッド２０を極限にコンパクトに設計することができる。
【００４１】
　光ファイバー２２はマルチモードファイバーとして形成されており、このマルチモード
ファイバーを介して、照明に使用される照明光束もスケール１０に向かって検出装置３０
の方向で伝達されているのと同じく、検出に使用される部分信号光束もスケールから検出
装置の方向で伝達されているのが好ましい。
【００４２】
　特に光学位置測定装置の所望のシングルフィールド走査の走査特性を保障するために、
本発明によれば、図１にはただ概略的にしか示されていない走査板２１が光ファイバー走
査ヘッド２０に設けられている。従って、走査板２１を縞パターン周期に同調させること
が特に必要である。この縞パターン周期は、周期的でかつ変位に依存して変調可能な縞パ
ターンを有しており、この縞パターンは入射する照明光束のスケール１０との相互作用に
より走査平面内で得られる。この状況では、照明光束とスケールの間のどのような光学的
相互作用－機構を介して、場合によっては、どのような光路内の別の光学部材を介して、
周期的でかつ変位に依存して変調可能な縞パターンが最後に得られるかが本発明では決し
て重要ではないことが示唆されている。従って、スケール１０の側で反射振幅型格子を使
用する場合は、幾何学的なスケール１０の縞模様であり、反射を使用する場合は、スケー
ル１０の回折模様である。
【００４３】
　有利な実施形態において、本発明による光学位置測定装置では、１９９７年の第一回Ｅ
ｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　ｏｎ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ａｐｐｌｉｅｄ　ｔｏ　Ｍｅ
ｔｒｏｌｏｇｙで発表された、刊行物ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．　１３６に記載のＲ．Ｍ．　Ｐ
ｅｔｔｉｇｒｅｗ著、「Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｇｒａｔｉｎｇ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａ
ｎｄ　ｉｔｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｍｅｔｒｏ
ｌｏｇｙ」から公知のような走査原理を使用することができる。このようないわゆる（Ｄ
ｒｅｉｇｉｔｔｅｒ－）走査原理は、格子配置が異なった状態で実現することができ、こ
の格子配置は基本的に光束が貫通する走査格子およびスケール格子の順序により異なって
いる。従ってほぼ一つの走査光路は相前後して貫通されるかあるいは衝突される走査格子
、スケール格子および走査格子により実現可能である。代替案として、光束が相前後して
、スケール格子、第一走査格子および第二格子、または第一格子、第二格子およびスケー
ル格子を貫通するかあるいはこれらに衝突する配設も考えられる。
【００４４】
　さらに、代替的実施の変形に関しては、図１に図示した例に関して補足すると、光ファ
イバーのスケール側端部の前にレンズを一つ配置することができる。このレンズを介して
、公知の態様では、走査領域サイズはスケール上で調節することができる。この関係にお
いては特許文献２に示してある。
【００４５】
　さらに、光ファイバーのスケール側端部には光学偏向要素が例えば９０°偏光プリズム
として形成された状態で設けることができることが言及されている。それ以上に、光ファ
イバー走査ヘッドの光ファイバーの供給は、スケールに対して平行に行われ、光ファイバ
ー走査ヘッドは極端に扁平になるように形成することができる。
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【００４６】
　以下になお詳細に説明する、様々な考えられる走査板２１の実施形態の構造を介して、
部分信号光束内の一つ以上の照明光束により、波長に依存した局部的な分離を介して互い
に位相がずれた縞パターンが縞パターン周期の範囲内で得られる。様々な部分信号光束は
後続して設けられた検出装置３０の側で位置に依存している位相がずれた走査信号を変換
するのに利用できる。
【００４７】
　上述の（三つの格子の）走査原理について、公知の態様では、１２０°だけ位相がずれ
た三つの走査信号が得られる。このことは通常の形式で、９０°だけ位相がずれた二つの
オフセット無しの信号に対して電気的に接続され、この信号は従動電子制御ユニットによ
り別に処理可能である。
【００４８】
　しかしながら、制限された走査原理を介した公知の態様で、走査信号間の他の位相ずれ
を生じさせることも可能であることは自明である。
【００４９】
　図２ａ，２ｂならびに３ａそして３ｂの以下の説明により、どのようにしてこのことが
適切な走査板の第一実施形態を用いて確認されるかが説明してある。
【００５０】
　図２ａは光ファイバー走査ヘッド１２０の斜視図ならびに適切な走査板１２１の斜視図
を示しており、図２ｂではこの実施例の使用された走査板の斜視断面図が示してある。
【００５１】
　走査板１２１はこの変形では、段付の位相格子として透明な担持基体１２２上に形成さ
れており、この担持基体は光ファイバー２２のスケール側端部の直前に設けられている。
格子周期Ｇの範囲内で、位相格子は複数の段付部を有している。このようにして一部が反
射する中間層もしくは反射層１２４あるいは基体の裏側と代替的に、格子周期Ｇ当たり複
数の部分エタロンが形成されており、これらの部分エタロンは少なくとも一つの照明光束
の異なる波長に同調されている。図示した例では、三つの段が一格子周期Ｇの範囲内に設
けられており、この一格子周期により、所定のエタロン厚Ｄ１，Ｄ２およびＤ３を備えた
三つの部分エタロン（或いはファブリーペロット空胴共振器）が形成される。
【００５２】
　所望のエタロン特性を最適化するために、この例では、担持基体１２２、例えば水晶は
平らな第一反射層１２４の全面でもって、一部が反射する、金属または誘電体の反射層、
あるいは相応する層パケットを備えている。位相格子構造部１２６は好ましい形態におい
てはＳｉＯ２から形成されている。位相格子構造部１２６上には、第二反射層１２５が、
例えば一部が反射する、金属または誘電体の反射層として設けられている。反射層１２４
，１２５を介して、部分エタロンの透過波長λのスペクトル半値幅Δλｉ（ｉ＝１，２，
３）を有利に減らすことができる。
【００５３】
　部分エタロンの透過波長λのスペクトル半値幅Δλｉは、この場合以下の方程式（１）
により得られる。
（数式１）
Δλｉ＝［（１－Ｒ）／ｓｑｒ（Ｒ）］×［λｉ

２／（２π×ｎ×Ｄｉ）］　　（１）
ここで、Ｒは反射層１２４，１２５の反射率、
　　　　λｉは部分エタロンの透過波長（ｉ＝１，２，３）、
　　　　ｎはエタロンの屈折率、
　　　　Ｄｉは各エタロンの厚さ（ｉ＝１，２，３）
である。
【００５４】
　さらに部分エタロンの採寸の関しては、部分エタロンの透過波長λｉのスペクトル半値
幅Δλｉが、各々部分エタロンの透過線あるいは透過波長λｉのスペクトル間隔よりも短
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く選定されると有利であることがわかる。この関係では、使用される光源の放射線、異な
る部分エタロンの透過特性ならびに様々でかつ述べた大きさを示す図３により明確である
。
【００５５】
　さらに、部分エタロンの個々の透過線あるいは透過波長λｉ間のスペクトル間隔ΔλＥ

が、光源発光特性のスペクトル半値幅ΔλＬＱの範囲内で左右対称であり、従って、結果
として得られる信号振幅が異なる波長に関してそれ程異ならないことを考慮しなければな
らない。
【００５６】
　さらに、部分エタロンの個々の透過線あるいは透過波長λｉ間のスペクトル間隔ΔλＥ

は、部分エタロンの透過波長λ間の自由スペクトル領域ＦＳＲに比べて狭い。これに関し
て、方程式（２）による自由スペクトル領域ＦＳＲが明らかになる。
（数式２）
　　　　　　　　ＦＳＲ＝λｉ

２／（２×ｎ×Ｄｉ）　　　　　　　　　　　　（２）
ここで、ＦＳＲは部分エタロンの透過波長λ間の自由スペクトル領域、
　　　　λｉは部分エタロンの透過波長（ｉ＝１，２，３）、
　　　　ｎはエタロンの屈折率、
　　　　Ｄｉは各エタロンの厚さ（ｉ＝１，２，３）
である。
【００５７】
　光ファイバー２２のスケール側端部での放射特性における、マルチモード光ファイバー
の数値開口（典型的には０．２）とこれにより必要とされる発散に基づいて、部分エタロ
ンの軸方向のモード数（と従ってエタロンの厚さＤｉ）は、共振するエタロンモードの隣
接した部分エタロンへの不慮のクロストーク（Ｕｂｅｒｓｐｒｅｃｈｅｎ）を最小限にす
るために、小さく選定しなければならない。もしそうでなければ、このようなクロストー
クによって望ましくない信号損失が生じる。
【００５８】
　さらにエタロンの厚さＤｉは、使用される光源のコヒーレント長ＬＣＯＨに比べて薄く
選定されるのが好ましい。小さい軸方向モード数が必要とされる場合に十分な選択性は、
さらに誘電体あるいは金属の反射層１２４，１２５の反射率Ｒの選定を介して調節される
。
【００５９】
　図３ａの図示した実施例において、ｎ＝１．５であり、広帯域光源の中心波長はλ＝８
６０ｎｍに合わせて選定され、その中心波長のスペクトル半値幅ΔλＬＱはΔλＬＱ＝５
０ｎｍである。すなわち光源のコヒーレント長はＬｃｏｈ≒１５μｍだけであることがわ
かる。
【００６０】
　部分エタロンの透過波長λｉ間のスペクトル間隔ΔλＥは、ΔλＥ＝１５ｎｍだけであ
ることがわかり、個々の透過波長λｉは、λ１＝８４５ｎｍ、λ２＝８６０ｎｍ、λ３＝
８７５ｎｍである。隣接した軸方向モードの部分エタロンの透過波長λｉを良好に分割化
するための、および薄いエタロン厚さＤに達するための自由スペクトル領域が、例えば３
０ｎｍの三つの部分エタロンの最大スペクトル間隔の４倍程度に厚くなければならないと
いう別の要求は、個々の部分エタロンがＤ１＝１９７２ｎｍ，Ｄ２＝２００７ｎｍ，Ｄ３
＝２０４２ｎｍの厚さに関して、７の軸方向モード数の場合に達せられる。部分エタロン
の個々の透過波長λｉあるいは透過線をオーバーラップせずに分割化するために、透過線
のスペクトル半値幅Δλｉが、例えばそのスペクトル間隔ΔλＥの１／３程度の大きさで
なければならないという要求と協働して、Ｒ＝０，８７の両方の一部が反射する反射層１
２４，１２５にとって必要な反射率Ｒが達せられる。その反面、部分エタロンのスペクト
ル半値幅Δλｉは、ほんの僅かな信号振幅しか得られないので、それ程狭く選定する必要
はない。
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【００６１】
　図３ｂには部分エタロンによりフィルターにかけられた光源のスペクトルが示してあり
、その放射線は、図３Ａに図示してあるようなスペクトル半値幅ΔλＬＱを有している。
このスペクトルは位相がずれた信号の信号値と相関関係にある。
【００６２】
　このような走査板を製造するために、担持基体１２２には反射率がＲ＝０．８７の誘電
体反射被膜の形態の反射層１２４が蒸着される。続いて、第三工程では異なる部分エタロ
ン厚の段付構造の構成された蒸着が高透過率の誘電体、例えば二酸化珪素で行われる。こ
れについて代替的には、厚い二酸化珪素皮膜を蒸着してもよく、その厚さは第二工程で構
成された腐食液により所望のエタロン厚まで減厚される。次いで誘電体反射被膜の形態の
反射層１２５が蒸着される。
【００６３】
　代替的に、二酸化珪素被膜を蒸着するために（あるいは蒸着および局部的にエッチング
するために）、異なる部分エタロンの必要な厚さは、ゾル被膜、ゲル被膜あるいは合成樹
脂被膜のエンボス工程により保障される。同一のこのような走査板と、光ファイバー直径
を備えた、接続している小円板の凹部（Ａｕｓｈｏｈｒｅｎ）を備えた大きな板の製造が
可能であることにより、大きな多用性（Ｖｉｅｌｆａｃｈｎｕｔｚｅｎ）得られると同時
に本発明による走査板の部品コストが僅かになる。
【００６４】
　走査板１２１用の材料としては、石英ガラスあるいは適した合成樹脂を選定し、その屈
折率は光ファイバー２２のファイバー中心材料の屈折率に対してできる限り似ているのが
好ましい。このようにして、この領域での不必要な反射率の損失を回避することができる
。走査板１２１と光ファイバーの接着結合も、最適な“インデックスの組合せ”とこの結
合位置が得られるように構成されるのが好ましい。
【００６５】
　図４ａと４ｂを基にして、どのようにして適切な走査板の第二実施形態による目標とす
るシングルフィールド走査が本発明による位置測定装置の光ファイバー走査ヘッドおいて
保障できるかを説明する。
【００６６】
　さらに図４ａは光ファイバー走査ヘッド２２０の斜視図ならびに使用される走査板２２
１の開口部の斜視図を示しており、図４ｂには、この実施例の使用される走査板２２１の
断面斜視図が示してある。
【００６７】
　走査板２２１はこの実施形態では、鋸歯状の表面構造を備えた、その一部が分割化され
、かつ楔形の（フィゾー）板として、透明な担持基体２２２上に形成されており、走査板
は再度、光ファイバー走査ヘッド２２０内の光ファイバー２２のスケール側端部の直前に
設けられている。このような走査板２２１の助けにより、フィゾー干渉縞パターンは同じ
厚さを生じさせ、この場合、走査板のエッジ角度θは、本発明の実施例において、フィゾ
ー干渉縞パターン内で結果として得られる縞間隔Λがスケールにより生じる縞パターン周
期に相応するように選定される。縞パターン周期内で、部分毎に分割化されかつ楔形で、
鋸歯状の表面構造を備えた走査板にわたり、多数の波長がコード化された同じ厚さのフィ
ゾー干渉縞パターンが製造可能である。
【００６８】
　フィゾー干渉縞パターンの縞間隔Λは、この場合以下の方程式に従って求められる。
（数式３）
　　　　　　　Λ＝λ／（２×ｎ×θ）　　　　　　　　　　　（３）
ここで、λは光源の波長、
　　　　ｎは楔形走査板の屈折率、
　　　　θは楔形走査板のエッジ角度
である。
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【００６９】
　エッジ角度θは、この場合、前述の実施例のために説明したように、回折パターンを走
査する際にスケールの目盛周期に相応する縞パターン間隔Λが得られるように設計される
。幾何学パターンを走査する場合、エッジ角度θは、縞パターンがスケールの目盛周期の
倍に相応するように設計される。
【００７０】
　さらに方程式（３）による照明光束内の異なる波長λ１，λ２，λ３のために、フィゾ
ー干渉縞パターン内で異なる縞間隔Λｉが得られるので、三つの彩色した縞の位相位置は
、幾つかの縞間隔によるスケールの位相位置に対して離れており、これにより信号振幅の
望まれていない減少が生じる。走査板２２１が図４ｂで明らかなように、部分毎に分割化
されることによってこの望ましくない効果を最小限にすることができ、従って鋸歯状の構
造が得られる。
【００７１】
　同時に、走査板２２１のこのような実施形態が、すでに前述したゾル－ゲル－あるいは
合成樹脂製のプリント工程（Ｐｒａｇｅｐｒｏｚｅｓｓ）を介して製造可能である。エン
ボス工程によれば、走査板２２１上に反射被膜２２５が塗布される。
【００７２】
　信号損失を最大限１０％までに制限するために、照明光束内の波長λ１，λ２，λ３に
より得られる縞間隔Λ１，Λ２の、波長λ２により得られる縞間隔Λ２に対する、多数の
縞を介して総計された差は、最大スケールの目盛周期の１／４である。波長λ２により得
られる縞パターンに対する波長λ１により得られる縞パターンは、例えばΦ１２＝－１２
０°の一定の位相シフトを有しているのが当然であり、波長λ２により得られる縞パター
ンに対する波長λ３により得られる縞パターンは、例えばΦ１２＝－１２０°の一定の位
相シフトを有しているのが当然である。中央の波長λ２に隣接した波長λ１とλ３は、±
１２０°の所望の位相シフトのために、以下両方の方程式（４．１）及び（４．２）によ
る各々の軸方向モード数Ｎに依存している。
（数式４）
λ１＝λ２×［１＋Φ１２／（２×π×Ｎ）］＝λ２×［１－１／（３×Ｎ）］　（４．
１）
λ１＝λ２×［１＋Φ２３／（２×π×Ｎ）］＝λ２×［１＋１／（３×Ｎ）］　（４．
２）
ここで、λ１は照明光束内の波長、
　　　Φ１２は波長λ１およびλ２により得られるフィゾー縞パターン間の位相シフト、
　　　Φ２３は波長λ２およびλ３により得られるフィゾー縞パターン間の位相シフト、
　　　　Ｎはモード数
である。
【００７３】
　位相シフトした個々の信号の彩色したコード化のための、照明光束内のλ２に隣接した
波長の差Δλは、方程式（５）により求められる。
（数式５）
　　　　　　　Δλ＝（Φ×λ２）／（２×π×Ｎ）＝λ２／（３×Ｎ）　　　（５）
ここで、Δλは中央の波長λ２の隣接した波長λ１とλ３に対する波長の差、
　　　　Φはフィゾー縞パターンに隣接した波長間の位相シフト、
　　　　λ２は照明光束内の中間波長、
　　　　Ｎはモード数
である。
【００７４】
　２０μｍのスケールの目盛周期を備えた回折パターン内で走査する場合、フィゾー干渉
縞パターンにおける必要な縞間隔は同様に２０μｍである。中間波長λ２＝８６０ｎｍで
、結節率ｎ＝１．５である場合、必要なエッジ角度Φ＝１４．３ｍｒａｄが第二実施例に



(12) JP 5164667 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

よる走査板２２１のために求められる。
【００７５】
　同じ考慮はすでに第一実施例で検討したように中間の厚さＤ２であるとみなされる。す
なわち同様に中間のモード数は７である。隣接した厚さＤ２’，Ｄ２”等に対しては、モ
ード数は各々１だけ変わる。従って中間の厚さＤ２は、７の軸方向モード数の場合、前述
の実施例と同じくＤ２＝２００７ｎｍであるが、一方使用される光源のコヒーレンス長Ｌ

ｃｏｈに比べると薄い。
【００７６】
　彩色したコード化のための、隣接した両波長λ１とλ３の、λ２に対する差Δλは、縞
パターンの位相シフトとしたがって個別信号のためにはΔλ＝４１ｎｍに対して±１２０
°だけである。使用される光源のスペクトル分布は、個別信号を全てカバーするには、８
２ｎｍよりも明らかに広くなければならない。しかしながら個別の光源を用いると、この
ことは是認される費用でもっては、普通一般に保証することはできない。このことから、
この実施形態においては、三色のＬＥＤあるいはレーザーダイオードの光が、個別の波長
λ１＝８１９ｎｍ，λ２＝８６０ｎｍ，λ３＝９０１ｎｍでもって重なり合う合成光源を
使用するのが好ましい。
【００７７】
　代替案としてここでは白色ＬＥＤも使用することができ、その光は光学干渉フィルタあ
るいはバンドパスフィルタによってフィルタをかけられる。
【００７８】
　従って異なる波長の隣接した縞パターンの縞周期の差ΔΛは、ΔΛ＝９５３ｎｍである
ことがわかる。多数の縞にわたり合計された、前述の条件による異なる波長の縞周期の差
が最大でスケールの目盛周期の１／４を超えないと、最大の縞数と比べて、ｍは以下の方
程式（６）を満たしている。
（数式６）
　　　　　　ｍ×９５３ｎｍ≦５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６）
　これよりｍ≦５が求められる。
【００７９】
　したがって鋸歯状に分割化された楔形の走査板２２１の周期性は、同じく１００μｍ選
定される。図４ｂにおいて、改良されたことが明瞭になっており、三つの縞だけを示して
ある。
【００８０】
　第一実施例とは異なり、異なる反射被膜２２４，２２５には別の条件が適用される。信
号振幅を不必要に減少させないように、個別の透過線の半値幅Δλｉは、この実施例に好
ましくは使用された個別の光源のスペクトル半値幅ΔλＬＱｉに比べてあまり幅が狭くあ
ってはならない。スペクトル半値幅ΔλＬＱ＝５０ｎｍの場合、走査板２２１の両反射被
膜２２４，２２５のための必要なＲ＝３０％の反射率が得られる。
【００８１】
　本発明による位置測定装置の光ファイバー走査ヘッドのための適切な走査板３２１の第
三実施形態を、図５に概略図で示してある。
【００８２】
　この場合、異なるスペクトル透過特性を備えた多数の縞状の部分領域の形式の走査板３
２１を形成することが行われ、この部分領域は、少なくとも一つの照明光束内で波長λｉ

に同調されている。この目的で、異なる部分領域は例えば光立体構造可能な合成樹脂被膜
として形成されており、この合成樹脂被膜は、各々最大の透過を三つの所望な波長λｉの
場合に有する。相応する合成樹脂は、縞状に構造を与えられ、この場合、縞幅は走査板の
周期性のほぼ１／３である。
【００８３】
　図６において、概略的形態では、検出装置３０が本発明による位置測定装置でどのよう
に使用可能であるかが示してある。原則として、前述のような検出装置３０は、異なる波
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長にわたってコード化され、かつ位相シフトした個別信号をスペクトル分離させるために
使用される。この目的で、光ファイバーのスケールの反対側端部に設けられている検出装
置は、光ファイバーを介して検出装置の方向に伝達される部分信号光束波長に依存して分
離するための、概略的に示した分解手段３１を備えている。分解手段３１は本発明の実施
例においては、回折格子の形態の分散性部材として形成されている。この分解手段は入射
端部の光束を、同一直線上にある三つの部分信号光束により三つの個別信号光束に分解す
る。この三つの個別信号光束はわずかに異なる三つの角度でさらにレンズ３３の方向に伝
播する。レンズ３３を介して、個別信号光束は後続して設けられている三つの光電子検出
部材３２．１～３２．３に合焦され、この光電子検出部材は検出された個別信号光束を電
気的でかつ位相シフト可能な走査信号に変換する。
【００８４】
　例えば適した走査板の第一実施例に記載されたように、個々の波長λｉ間には１５ｎｍ
の波長差が存在し、分解手段３１あるいは回折格子は０．６μｍの格子定数を有しており
、従って入射する信号光束が回折格子に当たる４５°の入射角度の場合、同様に４５°の
出射する個別信号光束のための回折角度が得られる。この場合、回折格子の格子定数は、
８６０ｎｍの波長がわずかに０次と１次だけが出射できるように小さく選定される。この
際、回折格子が位相格子として設計されると、線幅及び段の高さ格子パラメータを適切に
選定することにより、０次は抑制することができる。このことは結果として得られる信号
振幅にとって有利であることを証明した。
【００８５】
　前述の個別波長の場合、格子定数０．６μｍを用いて３６ｍｒａｄの角度分解が得られ
る。焦点距離が６０ｎｍのレンズ３３を介して、２．２ｍｍの検出平面内で横方向の分解
が得られる。
【００８６】
　この模範的考えに対して同様に、検出装置は個別の波長に別に差が存在する場合でも、
適切な状態で採寸することができる。
図解した例に対して代替的に、検出装置３０内に入射する信号光束を個別信号光束に彩色
してコード化することは別の分解手段を用いても行うことができる。例えば、分解プリズ
ム、ダイクロイックミラーならびにビームスプリッタと干渉フィルタ等から成る組み合わ
せた機構も適している。
【００８７】
　図６には示していないが、その中に付加的に設けられていてもよい、信号処理を行うた
めの別の構成部材がある。このような構成部材には、別の電気的な走査信号の処理および
評価（Ａｕｆｂｅｒｅｉｔｕｎｇ）が行われる、例えば増幅器モジュラーユニット、Ａ／
Ｄコンバータ等が所属している。
【００８８】
　説明した実施形態以外に、本発明による考えは自然にさらに尚それ以外にも変化させる
ことができる。
【００８９】
　適した走板の第二実施例の記載と関連して触れたように、場合によっては、唯一の広帯
域の光源の代わりに、異なる個別の波長を有する三つの個別光源から成る、合成された光
源あるいは光源ユニットを使用することが必要である場合がある。この場合、実施形態に
応じて、光源として、レーザーダイオード、ＶＣＳＥＬ、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ等を使用する
ことができる。相応する光源を図７において概略的に示してある。ここでは、三つの個別
の光源２３１，２３２，２３３が各々前方に設けられた光学部材２３４，２３５，２３６
を備えており、従って平行にされた光束は二つのビームスプリッタ２３７，２３８を介し
て唯一の出力光束あるいは照明光束に重畳することができる。
【００９０】
　別の代替的光源ユニット２３００の実施変形が図８において概略的に示してある。この
実施例において、個別の光源２３１０，２３２０，２３３０からの光線は第一レンズ、回
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折格子２３５０および第二レンズ２３４１を介して光ファイバー２２内に結合される。回
折格子２３５０に対して代替的に、この位置でダイクロイックビームスプリッタも使用す
ることができる。
【００９１】
　最後に、予め説明した変形による光源（ｎ）と検出部材に関して様々に配設できること
が自明であることも指摘しておく。このことに関連して、例えば図６に示してあり、加え
て回折格子３１を介して光源の光線が伝達の際光ファイバー内に結合されるような検出装
置にも触れておきます。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明による位置測定装置の概略図である。
【図２ａ】本発明による位置測定装置の光ファイバー走査ヘッド用の走査板の第一実施形
態の異なる図である。
【図２ｂ】本発明による位置測定装置の光ファイバー走査ヘッド用の走査板の第一実施形
態の異なる図である。
【図３ａ】図２ａおよび２ｂの走査板の機能原理を説明するための異なるグラフである。
【図３ｂ】図２ａおよび２ｂの走査板の機能原理を説明するための異なるグラフである。
【図４ａ】本発明による位置測定装置の光ファイバー走査ヘッド用の走査板の第二実施形
態の異なる図である。
【図４ｂ】本発明による位置測定装置の光ファイバー走査ヘッド用の走査板の第二実施形
態の異なる図である。
【図５】本発明による位置測定装置の光ファイバー走査ヘッド用の走査板の第三実施形態
の図である。
【図６】本発明による位置測定装置のための適した検出方向を極めて概略的に示した図で
ある。
【図７】本発明による位置測定装置のための代替的な光源の配設を極めて概略的に示した
図である。
【図８】本発明による位置測定装置のための別の代替的な光源の配設を極めて概略的に示
した図である。



(15) JP 5164667 B2 2013.3.21

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】 【図３ａ】



(16) JP 5164667 B2 2013.3.21

【図３ｂ】 【図４ａ】

【図４ｂ】 【図５】

【図６】
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